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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　パウチが、メイン収集領域、排出口、第１補強部材、及び第２補強部材を備えており、
　メイン収集領域及び排出口が、柔軟な第１及び第２パウチ壁により形成されており、
　排出口が、開口及び排出通路を有しており、
　排出通路が、排出口の内部においてメイン収集領域から前記開口に向けて形成されてお
り、
　第１補強部材及び第２補強部材は、開口に近い位置又は開口で、排出通路の幅方向に沿
って、第１パウチ壁及び第２パウチ壁にそれぞれ取り付けられており、
　第１及び第２補強部材は、第１及び第２補強部材の両側部縁に手で圧力を加えることに
より変形するときに、開口の拡張を制御するものであり、両側部縁は、排出通路の幅方向
において反対側にある２つの側部縁であり、
　第１補強部材の両側部縁の１つが第１側部縁であり、且つ、第２補強部材の両側部縁の
１つが第２側部縁であり、第１側部縁及び第２側部縁が排出通路の幅方向において同じ側
にあり、
　第１側部縁の位置が第２側部縁の位置に対して排出通路の幅方向において異なるように
、第１及び第２補強部材が配置されており、
　パウチが、第１及び第２パウチ壁の少なくとも一方の外面を少なくとも部分的に覆う、
柔らかいクッション材の快適層を、備えている、
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　ことを特徴とする排出可能なパウチ。
【請求項２】
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　パウチが、メイン収集領域、排出口、第１補強部材、及び第２補強部材を備えており、
　メイン収集領域及び排出口が、柔軟な第１及び第２パウチ壁により形成されており、
　排出口が、開口及び排出通路を有しており、
　排出通路が、排出口の内部においてメイン収集領域から前記開口に向けて形成されてお
り、
　第１補強部材及び第２補強部材は、開口に近い位置又は開口で、排出通路の幅方向に沿
って、第１パウチ壁及び第２パウチ壁にそれぞれ取り付けられており、
　第１及び第２補強部材は、第１及び第２補強部材の両側部縁に手で圧力を加えることに
より変形するときに、開口の拡張を制御するものであり、両側部縁は、排出通路の幅方向
において反対側にある２つの側部縁であり、
　第１補強部材の両側部縁の１つが第１側部縁であり、且つ、第２補強部材の両側部縁の
１つが第２側部縁であり、第１側部縁及び第２側部縁が排出通路の幅方向において同じ側
にあり、
　第１側部縁の位置が第２側部縁の位置に対して排出通路の幅方向において異なるように
、第１及び第２補強部材が配置されており、
　パウチが、パウチの内側からの腸内のガスを発散しかつ臭気を除去するための臭気除去
フィルタを、備えている、
　ことを特徴とする排出可能なパウチ。
【請求項３】
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　パウチが、メイン収集領域、排出口、第１補強部材、及び第２補強部材を備えており、
　メイン収集領域及び排出口が、柔軟な第１及び第２パウチ壁により形成されており、
　排出口が、開口及び排出通路を有しており、
　排出通路が、排出口の内部においてメイン収集領域から前記開口に向けて形成されてお
り、
　第１補強部材及び第２補強部材は、開口に近い位置又は開口で、排出通路の幅方向に沿
って、第１パウチ壁及び第２パウチ壁にそれぞれ取り付けられており、
　第１及び第２補強部材は、第１及び第２補強部材の両側部縁に手で圧力を加えることに
より変形するときに、開口の拡張を制御するものであり、両側部縁は、排出通路の幅方向
において反対側にある２つの側部縁であり、
　第１補強部材の両側部縁の１つが第１側部縁であり、且つ、第２補強部材の両側部縁の
１つが第２側部縁であり、第１側部縁及び第２側部縁が排出通路の幅方向において同じ側
にあり、
　第１側部縁の位置が第２側部縁の位置に対して排出通路の幅方向において異なるように
、第１及び第２補強部材が配置されており、
　第１及び第２パウチ壁が、略同一形状の外周を有しており、
　第１及び第２パウチ壁が、第１及び第２パウチ壁の外周の周辺を一緒に結合することに
よって、メイン収集領域及び排出口が形成されている、
　ことを特徴とする排出可能なパウチ。
【請求項４】
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　パウチが、メイン収集領域、排出口、第１補強部材、及び第２補強部材を備えており、
　メイン収集領域及び排出口が、柔軟な第１及び第２パウチ壁により形成されており、
　排出口が、開口及び排出通路を有しており、
　排出通路が、排出口の内部においてメイン収集領域から前記開口に向けて形成されてお
り、
　第１補強部材及び第２補強部材は、開口に近い位置又は開口で、排出通路の幅方向に沿
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って、第１パウチ壁及び第２パウチ壁にそれぞれ取り付けられており、
　第１及び第２補強部材は、第１及び第２補強部材の両側部縁に手で圧力を加えることに
より変形するときに、開口の拡張を制御するものであり、両側部縁は、排出通路の幅方向
において反対側にある２つの側部縁であり、
　第１補強部材の両側部縁の１つが第１側部縁であり、且つ、第２補強部材の両側部縁の
１つが第２側部縁であり、第１側部縁及び第２側部縁が排出通路の幅方向において同じ側
にあり、
　第１側部縁の位置が第２側部縁の位置に対して排出通路の幅方向において異なるように
、第１及び第２補強部材が配置されており、
　パウチが、更に、
　人工肛門から人排泄物を受け取るための、前記両パウチ壁の１つの上部領域にある入口
開口と、
　パウチを周口部領域の皮膚に固定するための低アレルギ誘発性の皮膚接着材のウェーハ
又はパッドを備える身体備品と、
　パウチに身体備品を取り外し可能に取り付ける、接着結合又は機械式の結合である、結
合と、
　を備えている、
　ことを特徴とする排出可能なパウチ。
【請求項５】
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　パウチが、メイン収集領域、排出口、第１補強部材、及び第２補強部材を備えており、
　メイン収集領域及び排出口が、柔軟な第１及び第２パウチ壁により形成されており、
　排出口が、開口及び排出通路を有しており、
　排出通路が、排出口の内部においてメイン収集領域から前記開口に向けて形成されてお
り、
　第１補強部材及び第２補強部材は、開口に近い位置又は開口で、排出通路の幅方向に沿
って、第１パウチ壁及び第２パウチ壁にそれぞれ取り付けられており、
　第１及び第２補強部材は、第１及び第２補強部材の両側部縁に手で圧力を加えることに
より変形するときに、開口の拡張を制御するものであり、両側部縁は、排出通路の幅方向
において反対側にある２つの側部縁であり、
　第１補強部材の両側部縁の１つが第１側部縁であり、且つ、第２補強部材の両側部縁の
１つが第２側部縁であり、第１側部縁及び第２側部縁が排出通路の幅方向において同じ側
にあり、
　第１側部縁の位置が第２側部縁の位置に対して排出通路の幅方向において異なるように
、第１及び第２補強部材が配置されており、
　第１及び第２パウチ壁が、柔軟な不浸透性のプラスチックフィルムで作られており、そ
のフィルムが、１以上のエチレンビニルアセテート層と、障壁層との積層で構成されてい
る、
　ことを特徴とする排出可能なパウチ。
【請求項６】
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　パウチが、メイン収集領域、排出口、第１補強部材、及び第２補強部材を備えており、
　メイン収集領域及び排出口が、柔軟な第１及び第２パウチ壁により形成されており、
　排出口が、開口及び排出通路を有しており、
　排出通路が、排出口の内部においてメイン収集領域から前記開口に向けて形成されてお
り、
　第１補強部材及び第２補強部材は、開口に近い位置又は開口で、排出通路の幅方向に沿
って、第１パウチ壁及び第２パウチ壁にそれぞれ取り付けられており、
　第１及び第２補強部材は、第１及び第２補強部材の両側部縁に手で圧力を加えることに
より変形するときに、開口の拡張を制御するものであり、両側部縁は、排出通路の幅方向
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において反対側にある２つの側部縁であり、
　第１補強部材の両側部縁の１つが第１側部縁であり、且つ、第２補強部材の両側部縁の
１つが第２側部縁であり、第１側部縁及び第２側部縁が排出通路の幅方向において同じ側
にあり、
　第１側部縁の位置が第２側部縁の位置に対して排出通路の幅方向において異なるように
、第１及び第２補強部材が配置されており、
　排出口がメイン収集領域から拡張している拡張状態から、排出口が折り畳まれて閉じら
れている収納状態に、折り畳むことができ、
　パウチが、排出口が収納状態にあるとき、排出口を少なくとも部分的に被覆するように
折り畳み可能なセキュリティフラップを備えている、
　ことを特徴とする排出可能なパウチ。
【請求項７】
　第１補強部材と第２補強部材とが、排出通路の幅方向においておよそ同じ長さである、
請求項１～６のいずれか１つに記載の排出可能なパウチ。
【請求項８】
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　パウチが、メイン収集領域、排出口、第１補強部材、及び第２補強部材を備えており、
　メイン収集領域及び排出口が、柔軟な第１及び第２パウチ壁により形成されており、
　排出口が、開口及び排出通路を有しており、
　排出通路が、排出口の内部においてメイン収集領域から前記開口に向けて形成されてお
り、
　第１補強部材及び第２補強部材は、開口に近い位置又は開口で、排出通路の幅方向に沿
って、第１パウチ壁及び第２パウチ壁にそれぞれ取り付けられており、
　第１及び第２補強部材は、第１及び第２補強部材の両側部縁に手で圧力を加えることに
より変形するときに、開口の拡張を制御するものであり、両側部縁は、排出通路の幅方向
において反対側にある２つの側部縁であり、
　第１補強部材の両側部縁の１つが第１側部縁であり、且つ、第２補強部材の両側部縁の
１つが第２側部縁であり、第１側部縁及び第２側部縁が排出通路の幅方向において同じ側
にあり、
　第１側部縁の位置が第２側部縁の位置に対して排出通路の幅方向において異なるように
、第１及び第２補強部材が配置されており、
　第１補強部材と第２補強部材が、排出通路の幅方向において異なる長さをもつ、
　ことを特徴とする排出可能なパウチ。
【請求項９】
　第１補強部材と第２補強部材の組み合わせが、排出口の排出通路の全幅を横切って拡が
る請求項１～８のいずれか１つに記載の排出可能なパウチ。
【請求項１０】
　第１補強部材と第２補強部材のうちの少なくとも一方が、実質的に排出口の排出通路の
全幅を覆っている、請求項１～８のいずれか１つに記載の排出可能なパウチ。
【請求項１１】
　両補強部材の双方の両側部縁が、互いに排出経路の幅方向において異なる位置に配置さ
れる、請求項１～１０のいずれか１つに記載の排出可能なパウチ。
【請求項１２】
　第１補強部材と第２補強部材とが、パウチの外面に取り付けられる、請求項１～１１の
いずれか１つに記載の排出可能なパウチ。
【請求項１３】
　両補強部材が排出口を広げるために変形されているときに、排出口のそれぞれの表面に
、異なる大きさの曲率半径を提供するように構成される、請求項８に記載の排出可能なパ
ウチ。
【請求項１４】
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　第１補強部材と第２補強部材とが、異なる材料で形成される、請求項１～１３のいずれ
か１つに記載の排出可能なオストミーパウチ。
【請求項１５】
　第１補強部材と第２補強部材とが、異なる弾性力及び／又は異なる剛性を有する、請求
項１～１４のいずれか１つに記載の排出可能なパウチ。
【請求項１６】
　第１補強部材と第２補強部材とが、第１パウチ壁と第２パウチ壁とが並んでいる方向に
おいて異なる厚さを備えている、請求項１～１５のいずれか１つに記載の排出可能なパウ
チ。
【請求項１７】
　排出口がメイン収集領域から拡張している拡張状態から、排出口が折り畳まれて閉じら
れている収納状態に、折り畳むことができ、
　パウチが、収納状態で排出口を固定して使用するためのファスナを備えており、そのフ
ァスナが、第１ファスナ部と第２ファスナ部とを有する剥離可能な分離型機械式結合ファ
スナである、請求項１～１６のいずれか１つに記載の排出可能なパウチ。
【請求項１８】
　第１ファスナ部と第２ファスナ部が、プラスチック押出成形で形成されている、請求項
１７に記載の排出可能なパウチ。
【請求項１９】
　第１ファスナ部と第２ファスナ部とが、互いに同じファスナ突起を有する請求項１７又
は１８に記載の排出可能なパウチ。
【請求項２０】
　第１ファスナ部と第２ファスナ部とが、互いに押圧されたときに、スナップ結合を提供
する請求項１７～１９のいずれか１つに記載の排出可能なパウチ。
【請求項２１】
　第１ファスナ部と第２ファスナ部の各々が、２つのファスナ部が互いに押圧されたとき
に、他方のファスナ部の突起と一体に組み合う突起を備えた茎部を構成している請求項１
７～２０のいずれか１つに記載の排出可能なパウチ。
【請求項２２】
　第１及び第２ファスナ部の少なくとも一方が、収納状態で排出口を直接固定するために
排出口に設けられている、請求項１７～２１のいずれか１つに記載の排出可能なパウチ。
【請求項２３】
　パウチが、収納状態にある排出口を少なくとも部分的に被覆するように折り畳み可能な
セキュリティフラップを備えており、
　第１及び第２ファスナ部のうちの少なくとも一方が、セキュリティフラップに設けられ
ている、請求項１７～２２のいずれか１つに記載の排出可能なパウチ。
【請求項２４】
　第１及び第２ファスナ部は、第１パウチ壁及び第２パウチ壁の材料よりも堅いものであ
り、
　第１及び第２ファスナ部の少なくとも一方が、排出口の収納状態において、パウチの周
辺縁の内側にあり、パウチの周辺領域がファスナ部の縁に柔軟なクッション領域を提供で
きる、請求項１７～２３のいずれか１つに記載の排出可能なパウチ。
【請求項２５】
　パウチが、
　収納状態にある排出口を直接に固定するための排出口ファスナと、
　折り畳まれた状態にあるセキュリティフラップを直接固定するためのフラップファスナ
と、から構成される、請求項６に記載の人排泄物を収集するための排出可能なパウチ。
【請求項２６】
　排出口ファスナとフラップファスナのうちの少なくとも一方が、互いに剥離可能に固定
される第１ファスナ部と第２ファスナ部から構成されている、剥離可能な分離型機械式結
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合ファスナである請求項２５に記載の排出可能なパウチ。
【請求項２７】
　排出口が収納状態にあるとき、セキュリティフラップが、拡張状態において排出口が拡
張される方向に延びた後、収納状態において排出口が収納される方向に折り畳まれる、請
求項２５又は２６のいずれかに記載の排出可能なパウチ。
【請求項２８】
　排出口が収納状態に折り畳まれるときに、排出口の周辺部が、排出通路の幅方向におけ
る第１及び第２補強部材の縁の外側にクッション材の領域を提供する、請求項１～２７の
いずれか１つに記載の排出可能なパウチ。
【請求項２９】
　第１及び／又は第２補強部材が、排出通路の幅方向において、排出通路の外側に突出し
ている、請求項２８に記載の排出可能なパウチ。
【請求項３０】
　排出口が排出通路に沿って排出口の開口に向かって狭くなるように、排出口が、排出口
の外面に、側面ステップ又は先細り部を備えている、請求項２８又は２９に記載の排出可
能なパウチ。
【請求項３１】
　排出通路が排出通路に沿って排出口の開口に向かって狭くなるように、排出口が、排出
口の内面に、側面ステップ又は先細り部を備えている、請求項２８又は２９に記載の排出
可能なパウチ。
【請求項３２】
　先細り部が、排出通路に沿って排出口の略全体にわたって形成されている、請求項２８
又は２９に記載の排出可能なパウチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（発明の分野）
　本発明は、人排泄物収集用のパウチに関するものである。一例はオストミーパウチであ
るが、他の例は、例えば採尿袋のような失禁衛生パウチを包含している。用語のオストミ
ーは、結腸オストミー、回腸オストミー及び尿道オストミーを包含する。特に、本発明は
、排出可能なパウチに関連する。
【背景技術】
【０００２】
（発明の背景）
　排出可能なパウチは、パウチを再利用可能にするためにパウチ内容物が排出可能である
排出口を包含する。
【０００３】
　本発明の一つの非限定的な特徴は、排出口の断面形状を調整するための一つ又はそれ以
上の補強部材の配置に関するものである。補強部材は、排出口の対向する両縁を手で圧迫
することにより、一般に閉鎖した又は圧縮した排出口を保持するように配置することがで
き、その補強部材は、開口を拡張させるように形状を崩すことができる。そのような配置
は、例えばGB 2346328、US 3825005、US 2875451、US 5745926及びUS 3724461において開
示されている。
【０００４】
　GB 2346328において、補強部材は、何の補強もない排出通路の縁分を放置した排出口に
おいて、ただ部分的に排出通路を横切るように直接対向し、且つ、互いに拡張される。排
出口がその縁で圧迫されるときに、部材が反対方向に曲がるようにし向けるように、その
補強部材はそれらの中間点付近に折り目が付けられる。その折り目は、補強部材が偶発的
に同じ方向に曲げられないことが、特に問題であることを本質的に裏付けており、仮に排
出口表面が粘着性のある人排泄物に晒されていれば、粘着性のある糞便物が結果的に糞便



(7) JP 4571382 B2 2010.10.27

10

20

30

40

50

を表面に付着させることになる。しかしながら、その折り目は、補強部材が排出口を密封
することを抑制する。折り目により作られた切れ目が、折り目の範囲に漏出を生じさせる
であろう。
【０００５】
　本発明の他の非限定的な特徴は、閉じた状態で排出口を固定するための概して固定シス
テムに関連する。閉鎖した排出口を密封することを所望するときに、又はパウチ上に不変
に一体ファスナが運ばれるとき、概してそのような固定システムは、例えば止めクリップ
のようなパウチ排出口に取り外し可能に適合されるどちらか一方の孤立したファスナを包
含する。本発明のこの特徴は、一体ファスナに関連する可能性がある。
【０００６】
　例えばフックと少なくともファスナ部の一つが構造基盤であるループタイプのファスナ
の、パウチ用の特有の一体ファスナは、分配した機械式嵌合ファスナである。そのような
固定システムを備えたパウチが、例えばGB-A-2000683とGB-A-2268065に描写されている。
再固定可能な粘着は、繰り返し使用されたとき、又は延長した期間に対して、又は洗浄さ
れるときに、同程度の信頼性と安全性とを使用者に提供するとは思えないので、分配した
機械式嵌合ファスナは、粘着性の固定システムの代わりとして一般に好まれる。接着テー
プファスナは、仮に接着テープが汚れると、さらに清潔にすることが困難であるという不
都合な点をもち、そして露出した接着テープ表面が、パウチの手動の”ミルキング”を予
防する。
【０００７】
　しかしながら、フックに基礎を置いた構造とループファスナは、人排泄物が接触したと
きに、その構造が簡単に汚れるので、未だ欠点を有する。その構造は、また、液体を吸収
する傾向があり、その液体は、例えば濡れた布で清潔に吹くことが難しいファスナ部に作
られる。例えば台所の流し台の水に排出口を沈めることにより、使用者が排出口とファス
ナ部を清潔にすることができるのが望ましい。構造ファスナ部は、さらにその構造が一旦
濡れると乾燥させるのが難しいという不都合を有する。
【発明の開示】
【０００８】
（発明の要約）
　第１の特徴において、本発明は排出口又はその近くで第１及び第２の補強部材を備えた
排出口を包含してもよい。補強部材は、両端で排出口を圧迫するように配置することがで
き、その補強部材は排出口を拡張させるように変形させることができる。
【０００９】
　少なくとも補強部材の１つが、排出口の中心線又は軸に関連して外側にオフセットする
ことができる。
　補強部材は、互いに関連して外側へオフセットすることができる。
　第１補強部材の縁は、第２補強部材の対応する縁に対して外側にオフセットすることが
できる。
【００１０】
　外圧が排出口を拡張させるように適用されたとき、上記配列は、意外にも反対方向に補
強部材の曲げを促進することが見出されている。これは、反対方向への曲げを促進する各
々の補強部材に折り目を付ける方向を提供する必要性を無くすことができ、パウチの製作
が簡素化され、そして排出口が閉鎖した状態で設置されるとき、補強部材が主要な密封を
提供するように使用することができる。
【００１１】
　オフセットの量は、少なくとも、１ｍｍ、２ｍｍ、３ｍｍ、４ｍｍ、５ｍｍ、６ｍｍ、
７ｍｍ、８ｍｍ、９ｍｍ、１０ｍｍ、１１ｍｍ、１２ｍｍ、１３ｍｍ、１４ｍｍ、１５ｍ
ｍのいずれかに設定することができ、又はこれらのいずれかとほぼ等しくなるように設定
することができ、又はこれらのいずれか未満に設定することができる。
【００１２】
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　前述の縁は、開口を拡張させるために補強部材を変形させるように使用中に適用される
外圧に抗する補強部材のそれぞれの縁にすることができる。
　少なくとも補強部材の一つは、他の補強部材の縁を越えて重なる又は広がってもよい。
【００１３】
　互いに部分的に重なるように、補強部材は同じ長さにすることができ、かつ側面方向に
オフセットすることができる。あるいは、補強部材は異なる長さに設定することができる
。
【００１４】
　少なくとも１つの補強部材の少なくとも一端が、補強部材の縁を越えて外側にパウチ材
料のクッションを提供するように、排出口における近接したパウチ縁材料に関連してオフ
セットすることができる。パウチ材料の縁に関連したオフセットが、クッションオフセッ
トとして言及される。クッションオフセットの総量は、少なくとも１ｍｍ、又は２ｍｍ、
又は３ｍｍ、又は４ｍｍ、又は５ｍｍ、又は６ｍｍ、又は７ｍｍ、又は８ｍｍ、又は９ｍ
ｍ、又は１０ｍｍ、又は１１ｍｍ、又は１２ｍｍ、又は１３ｍｍ、又は１４ｍｍ、又は１
５ｍｍのいずれかである、又はおよそこれらのいずれかに等しい、又はこれらいずれか以
下である。少なくとも補強部材のうちの１つの両端が、２つの縁を越えてパウチ材料の側
面のクッションを提供するように排出口の反対側部縁に関連してオフセットすることがで
きる。クッションオフセットの総量は、各縁に対して異なっていてもよく、又は同じに設
定することもできる。各クッションオフセットは、上記範囲内に設定することができる。
あるいは、少なくとも１つの補強部材の一端又は両端は、排出口の縁と同一平面上に設定
することができる。
【００１５】
　少なくとも１つの補強部材、又は補強部材の調和した組合せが、排出口の通路の全幅を
横切って横に広がってもよい。これは、閉じたときに排出口における密封を形成するのに
役立つ連続した表面を提供する。
【００１６】
　補強部材は、同じ材料で形成でき、例えば異なる弾性力及び／又は剛性の異なる材料で
形成することができる。
　好ましくは補強部材の対応する両側部縁が、互いに外側へオフセットされる。
【００１７】
　補強部材が排出口を拡張させるように変形させられたとき、補強部材は、排出口のそれ
ぞれの表面への異なる大きさの曲率半径を提供するように配置される。そのような異なる
曲率半径は、また、排出口における表面の分離を促進し、かつ、異なる方向へ補強部材の
屈曲を促進する利点を提供することができる。
【００１８】
　複数の補強部材は、異なる曲率半径を提供するように異なる長さに設定することができ
る。
　外圧が第２補強部材に加えられる前に、補強部材は、使用時、第１補強部材の両側部縁
が第１補強部材を部分的に変形させるように外圧に晒されるように配置することができる
。
　補強部材は、実質的に同じ厚み又は異なる厚みにすることができる。異なる厚みは、各
補強部材に対して異なる曲げ特性を提供するように使用することができる。
【００１９】
　少なくとも補強部材のうちの１つは、緩和した又は普通の配置において概して平面的に
することができる。その上又はその代わりに、少なくとも補強部材のうちの１つは、少な
くとも部分的に開いた口を保持するのに役立つ非平面形状を少なくとも部分的に有しても
よい。例えば、補強部材は曲げたり、又は曲線を描いたり、又は湾曲させることができる
。そのような自然の非平面性は、開口を拡張させるために補強部材を圧迫することにより
形成される一定の非平面性よりは小さくすることができる。小さい自然の曲率は、例えば
、パウチの組立て前にローラが蓄えるように、ただ補強部材の蓄積からだけ生じてもよい



(9) JP 4571382 B2 2010.10.27

10

20

30

40

50

。
【００２０】
　補強部材は、使用時に折り畳むことができる排出口に対して、折りたたみ式ガイド又は
”回転軸”を提供してもよい。これは、折り畳んだ又は収納状態で排出口を固定するため
のファスナ部が正確に一直線にされるように、排出口の折り畳みと位置合わせの両立を保
証する。
【００２１】
　他の特徴において、本発明は、閉じた状態において排出口を固定するのに使用するため
の分配した機械式固定システムを提供する。分配した機械式固定システムは、固定領域を
越えて分配した連動機械式結合を製造するために、第１及び第２結合可能ファスナ部を包
含してもよい。
【００２２】
　第１及び第２結合可能ファスナ部は、両者ともプラスチック押出し鍛造で形成される。
構造とは対照的に、プラスチック押出鍛造は容易には汚れず、また、清潔にしかつ乾燥さ
せるのがかなり容易である。
【００２３】
　第１及び第２の結合可能なファスナは、フック－フック固定システムの一部を形成して
もよい。”フック－フック”という語は、２つのファスナ部が互いに圧迫されるときに結
合する相互結合可能な下部を切り取った突起からなる少なくとも任意の固定システムを包
含する。フック及びループファスナとは対照的に、フック－フックファスナは、閉塞を引
き起こす直面した結合がファスナ表面の間で維持される、より少ないばねの復元を有する
。
【００２４】
　第１及び第２のファスナ部は、実質的に同じ固定突起を有してもよい。そのようなファ
スナ部は、パウチの製造工程を簡素化することができ、また、パウチ設計者による設計の
より大きな自由度を促進することができ、そして、パウチに異なる部材及び／又は材料の
総数を減少させることができ、製造コストを低減化に導く。
【００２５】
　第１及び第２ファスナ部材は、互いに圧迫されたときにスナップ結合を提供する。その
ようなスナップ結合は、ファスナ部材が互いに堅く固定される積極的保証を使用者に提供
することができる。これは、例えば高齢のために視力が弱った又は障害のある使用者にと
って非常に利便性が良く、さもなければ、ファスナ部材が堅く結合されたものを確保する
のが困難であると思われる
【００２６】
　他の特徴において、本発明はパウチのための排出口を提供し、その排出口は、パウチ本
体に向かって自由端から排出口を巻き取る又は折り畳むことにより閉鎖されるように形成
されている。少なくとも補強部材の１つは、前述のように及び／又は少なくとも補強部材
と共に登録した位置で排出通路の少なくとも１つの境界を越えて外側に広がるように提供
される。排出口は、補強部材と排出口の軸縁の間の外形に側面ステップを包含してもよい
。側面ステップは、排出口の外形の外側にあってもよく、排出口の内側の排出通路の外形
の内側にあってもよい。加えて、又は側面ステップの代替案として、排出口は、少なくと
も排出口の長さ部分に渡って幅にテーパをつけてもよい。テーパは、排出口の長さの大部
分に沿って緩やかな傾斜にしてもよい。
【００２７】
　そのような配置と共に、排出口が閉鎖した状態に巻き取る又は折り畳まれるとき、排出
口の軸縁とテーパの側面のステップ／狭い部分の間の排出口の部分が、補強部材の縁側面
の外側にクッション材を提供することができる。露出した補強部材の縁を回避することに
よりパウチを着用したとき、これは使用者の快適さを改善することができる。
【００２８】
　好ましくは、少なくとも一端のテーパのステップ／側面の大きさが、少なくとも１ｍｍ
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、より好ましくは少なくとも２ｍｍ、より好ましくは少なくとも３ｍｍ、より好ましくは
少なくとも４ｍｍ、より好ましくは少なくとも５ｍｍである。
　好ましくは、そのような側面の外形ステップ又はテーパが、両側部縁の排出口の領域に
提供される。
【００２９】
　他の特徴において、本発明は、パウチの排出口を提供し、その排出口は、自由端からパ
ウチ本体に向けて巻き取った又は折り畳んだ排出口で閉鎖されるように形成される。排出
口固定システムは、閉鎖した状態で排出口を固定するように提供される。排出口が閉鎖状
態のとき、セキュリティフラップは、排出口の一部を少なくとも部分的に越える、又は少
なくとも部分的に機能する。フラップ固定システムは、折り畳んだ状態でセキュリティフ
ラップを固定するように提供される。
【００３０】
　フラップは、主要な排出口ファスナが破損する又は偶然に非固定状態になると、閉鎖し
た状態で排出口を維持するための第２ファスナが、保護するものとして作用する。フラッ
プは、また、顧客容認のため重要になる排出口の偶発的な開口に対するセキュリティと信
頼性の特別の度合いと共に使用者に提供する。特に好ましい形態において、セキュリティ
フラップは、折り畳んだ排出口の下でパウチの他面へパウチの一面から延ばすために折り
畳まれるように形成され、その結果、折り畳んだ排出口の下に吊りなわを提供する。これ
は、セキュリティフラップが所定の位置に固定される間に、排出口が偶発的に非固定状態
になりかつ落下することがないように、着用者を安心させるように特別の安全度を提供す
ることができる。
【００３１】
　好ましい形態において、排出口は、２つの明確な段階において非固定状態にならなけれ
ばならない２段階の固定配列を包含する。２段階の固定配列は、パウチ内容物の流出又は
排出のより多くの制御を提供することができる。まず第１に、使用者は折り畳んだ排出口
の周囲からセキュリティフラップを解放するために、フラップファスナを非固定状態にし
なければならない。同じ高さのセキュリティフラップが解放され、排出口は排出口ファス
ナにより閉鎖状態に抑制される。第２に、閉状態から開状態に開かれた排出口を容認する
ように、使用者は排出口ファスナを非固定状態にしなければならない。
【００３２】
　上記特徴は、自由に使用することができ、又はさらなる効果が、２つ又はそれ以上の上
記特徴の組合せにより得ることができる。
　特定の選択した特徴、目的及び効果が上記で強調されてきたとはいえ、本発明は、これ
らの選択に制限されない。さらに、本発明の特徴、目的及び効果は、以下の好ましい実施
例の開示から明らかになるであろう。重点がそこに置かれているか否かに関わらず、本出
願は、新規の特徴若しくはここで描写した及び／又は図面に示した特徴の組合せに対する
保護を請求する。
【００３３】
（好ましい実施例の詳細）
　図１と図２に関連して、排出可能な瘻造設術パウチ１０が、共通の外周１６の周囲に共
に結合した柔軟な不浸透性のプラスチックフィルムの前壁１２と後壁１４により、概して
形成されている。壁１２と１４の多くの適当な材料が、従来から知られている。例えば、
その材料は、１以上のエチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）層と、例えばポリビニリデン
クロライド（ＰＶＤＣ）である障壁層との積層で構成してもよい。
【００３４】
　パウチ（図１）の後壁１４は、着用者の人工肛門から人排泄物を受け取るための上部領
域に入口開口を有する。図示した実施例において、パウチは、（これに限らないが）着用
者の回腸人工肛門から半固体の回腸流動物を受け取るための回腸オストミーとして意図す
ることができる。パウチ１０は、概して符号２０で示した身体備品により着用者の身体の
周口部領域に固定され、身体備品２０は、低アレルギ誘発性の皮膚接着材（図示せず）の
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ウェーハ又はパッドを包含している。パウチ１０は、身体備品２０が、入口開口１８の周
りにパウチ１０の後壁１４を永久に固定される”ワンピース”と呼ばれるタイプであって
もよい。あるいは、パウチ１０は、パウチ１０と身体備品２０とが個々のアイテムであり
、かつ例えば、従来の接着結合又は従来の機械式の結合で互いに取り外し可能に取り付け
られる”ツーピース”タイプであってもよい。
【００３５】
　従来からあるように、パウチ１０は、パウチ１０に収集された人排泄物を収容するため
の１つ又はそれ以上の内部区画（図示せず）を包含してもよい。パウチ１０は、また、パ
ウチ１０の内側から腸内のガスを発散しかつ臭気を除去するために、従来の臭気除去フィ
ルタ（図示せず）を包含することができる。
【００３６】
　パウチ１０は、パウチの尾部２４の形で排出口２２を包含する。用語排出口は、一般に
尾部に言及するようにここで使用することにする。尾部２４は、パウチ１０の上部分より
狭くなっており、末縁２８に開口を有する。図１及び図２から分かるように、排出口２２
は、入口開口１８に対して一般に非対称になる。これは着用者の形状と体型に非常に適し
たパウチ１０の人間工学に基づく形状を提供することができる。しかしながら、他の実施
例において排出口２２は、例えば図３及び図１６～１９に描いた入口開口１８に対して、
一般に左右対称になる。再度図１と図２を参照すると、前壁１２と後壁１４の両方のうち
の一方の外面が、柔らかいクッション材の快適層３０で少なくとも部分的に覆われている
。さらに以下で述べるように、排出口２２を閉じるためにファスナに干渉することから快
適層３０を回避するために、快適層３０は、排出口２２のちょうど真上の位置で終わって
いる。また、快適層３０が容易く汚染する、又は清掃が困難な材料からなるため、排出口
２２の末縁２８において開口２６の領域に快適層３０を提供しないのが望まれる。
【００３７】
　末縁２８における開口２６に近い、又は近接した位置で、第１補強部材３２がパウチ１
０の後壁１４に取り付けられる。第２補強部材３４が、パウチ１０の前壁１２に取り付け
られる。補強部材３２と３４が、壁１４と１２の長手方向に沿って取り付けられる。描写
した実施例において、第２補強部材３４は、一般に第１補強部材３２に対向するが、他の
実施例においては、補強部材は排出口２２の軸方向に対する横方向（排出通路３６の幅方
向）に部分的に又は全体的にオフセット（異なる位置に配置）される。補強部材３２と３
４の目的は、排出口２２が巻き取られる又は折り畳まれるときに、開口２６の拡張の度合
いを制御可能にし、及び／又は密封を提供可能にすることである。補強部材３２と３４は
、少なくとも部分的に閉鎖され、又は少なくとも部分的に圧縮した状態に向かって、自然
に開口２６を偏らせる。補強部材３２と３４のうちの少なくとも一方が、概して平面の自
然形状を有しても良い。さらに、または代わりに、補強部材３２と３４のうちの少なくと
も一方が、わずかに曲がった又は曲がった自然形状を有してもよい。曲がった形状は、例
えば、パウチ１０の組立て前に貯蔵する巻物として補強部材３２と３４の保管から生じる
。曲がった自然形状は、わずかに開いた状態に（たとえ完全に拡張していない状態でも）
、補強部材３２と３４を偏らせるように作用する。いずれにせよ、以下で詳細に説明する
ように、排出口２２の反対側部縁に圧力を加えることにより、補強部材３２と３４は開口
２６を拡張させるように変形させることができる。
【００３８】
　第１補強部材３２及び第２補強部材３４は、パウチ壁１２と１４の材料よりも概して堅
い。部材３２と３４は、開口を拡張させるように固定可能にすることができる。補強部材
３２と３４は、弾力性があってもよい。補強部材３２と３４に適した材料は、例えば、ス
チレン、カード、プラスチック被覆したカード、ＥＶＡ、及びポリエチレンを包含する。
補強部材３２と３４は、同じ材料又は異なる材料で製造してもよい。補強部材３２と３４
は、実質的に同じ厚み又は異なる厚みを有してもよい。補強部材３２と３４は、実質的に
同じ剛性又は異なる剛性を有してもよい。補強部材３２と３４は、実質的に同じ弾性力又
は異なる弾性力を有してもよい。補強部材３４と３２は、例えば接着材又は溶接のような
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任意の適切な方法で、それぞれ前壁１２と後壁１４に取り付けてもよい。説明した実施例
において、補強部材３４と３２は、前壁１２と後壁１４の外面に固定される。しかしなが
ら、補強部材３２と３４の一方又は両方は、必要に応じて、外面に代わりに取り付けても
よく、又は壁１２と１４の材料の中に組み込んでもよい。
【００３９】
　図４（及び、また後述の図７と図８）において、一方の斜線が一方の補強部材の領域を
説明しており、そして他方の斜線が、他方の補強部材の領域を説明している。重なる領域
は、互いに交差する斜線により描写されている。図４で最もわかりやすく見られるように
、補強部材の１つ（第１部材３２）は、排出口２２のどちらかの側部縁で末梢溶接部１６
の間で、排出口２２の内部で形成した排出通路の全幅を覆っても良い。第１補強部材３２
の側端３８は、少なくとも部分的に末梢溶接部１６と重なってもよい。図示した実施例に
おいて、第１補強部材３２は、排出口２２の幅に一致するように成型される。それに対し
て第２補強部材３４は、第１補強部材３２よりも短く成型され、そして内部排出通路３６
の全幅に横たわらない。その代わり、第２補強部材３４の側部縁４０は、わずかに末梢溶
接部１６の中心よりに形成され、そして第１補強部材３２の対応する縁３８から外側にオ
フセットされる。各オフセットの範囲は、１～１５ｍｍ若しくはそれ以上（この例におい
ては１～９ｍｍ）のオーダに設定される。オフセットの範囲は、実質的に排出口２２のど
ちらかの縁で同じになってもよく、又はオフセットの範囲は、排出口２２のどちらかの縁
で異なっていてもよい。
【００４０】
　たとえ各補強部材が、特定の方向に優先のたわみを促進するように形成しておらず又は
折り目をつけていなくても、排出口２２がその縁で圧迫されるときに、オフセット縁３８
と４０が意外にも反対方向に外面的に曲がるように補強部材３２と３４を助長する。補強
部材３２と３４の一方又は両方のわずかな自然の湾曲が、また、方向性をもつ湾曲を促進
することができる。図５を参照すると、使用者が縁で排出口２２を圧迫し始めるとき、任
意の圧力が第２補強部材３４に加えられる前に、第１補強部材３２の側部縁３８は、第１
補強部材３２の反対端に最初に圧力を加えるように使用者の指により接触される。これは
、第２補強部材３４から離れて湾曲するように第１補強部材３２を引き起こす。まっすぐ
な第２補強部材３４は、第２補強部材３４に向かって第１補強部材３２のいくらかの湾曲
を自然に妨げる。図６を参照すると、さらに排出口２２の縁を圧迫しており、それから図
６の底部で示したように使用者の指に反して押圧するように、又は図６の頂部で示したよ
うに第１補強部材３２に反して間接的に押圧するように、第２補強部材３４の側部縁４０
を引き起こし、排出開口２６を拡張させる。第１補強部材３２と第２補強部材３４の異な
る長さが、前壁３２と後壁３４に互いに異なる曲率半径を導入する結果を生じさせること
を理解することができる。
【００４１】
　上述したように、補強部材３２と３４の上記構成は、たとえパウチ壁１２と１４の内面
が粘性をもつ汚物又は汚水で汚されても、開口２６を拡張させるように反対方向に補強部
材３２と３４の一致した湾曲を提供する。補強部材３２と３４の他の構成は、また、類似
した効果を引き起こすのに使用される。例えば、異なる曲率半径が、他の手ステップで製
造されてもよく、及び／又は部材３２と３４は、異なる材料から成ってもよく、及び／又
は異なる弾力性及び／又は異なる剛性を有してもよい。補強部材３２と３４のうちの一方
又は両方が、加えて又は代わりにわずかに自然な湾曲をもつ。加えて、又は代わりに、補
強部材３２と３４は、例えば図１５に図示したように異なる厚みから成っていてもよい。
これらの他の構成において、補強部材３２と３４の１つ又はそれ以上の側部縁３８、４０
が以前に説明したようにオフセットされ、又は概して一致していてもよい。
【００４２】
　外圧が排出口２２の縁から解除されるとき、第１補強部材３２と第２補強部材３４は、
開口２６を閉じるために又は少なくとも圧縮するために、それらの通常の構成へ向かって
戻る傾向がある。上記実施例において、第１補強部材３２が第２補強部材３４よりも長い
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とはいえ、２つの部材３２と３４の長さは、必要に応じて入れ替えてもよい（例えば、補
強部材３２と第２補強部材３４が、図面に示したようにパウチ１０の反対壁上で交換され
てもよい。）
【００４３】
　図７と図８は、主にそのレイアウトの結果として形成される正反対の方向の湾曲を促進
する類似した効果を産む第１補強部材３２と第２補強部材３４に対する別のレイアウトを
示している。図７において、第２補強部材３４は、第１補強部材３２よりもさらに短いが
、実質的に排出通路３６の全幅を横たえるほど長い。縁３８と縁４０の間のオフセットの
範囲は、わずかに第１実施例におけるものよりも小さい。図８において、第１補強部材３
２と第２補強部材３４は、実質的に同じ長さであるが、互いに外側に部分的に重なるよう
にオフセットされる。各補強部材は、排出口２２及び／又は排出通路３６の軸心に対して
外側にオフセットされる。第１補強部材３２は、末梢溶接部１６のうちの１つに任意に重
なっており、及び、第２補強部材３４は末梢溶接部１６のその他に任意に重なっている。
任意に、第１補強部材３２と第２補強部材３４は、個々に又は互いに組み合わせて、排出
通路３６の全幅を横断して補強を提供することができる。
【００４４】
　反対方向に補強部材３２と３４の湾曲を促進するための上記デザインの確実な特徴は、
第１補強部材３２の少なくとも１つの（側）縁３８が、第２補強部材の対応する（側）縁
４０に対して外側にオフセットされることである。随意的に、密封目的用の有益なデザイ
ンの確かな他の特徴は、第１密封部材と第２密封部材が、共に排出口２２において排出通
路３６の全幅を横切る補強材を提供する。少なくとも一つの補強部材が排出通路３６の全
幅を覆うように任意に設定することができる。密封目的用として有益な上記デザインのそ
の他の確かな特徴は、補強部材３２と３４の両方が、予め形成した折り目のような予め形
成した切れ目なしの平坦な表面を有することである。密封目的用として有益な上記デザイ
ンのその他の確かな特徴は、概して補強部材３２と３４の広がった縁（排出通路３６に少
なくとも部分的に重なっている）が、任意の切れ目なしの概してまっすぐであり及び平行
していることである。
【００４５】
　図１と図２を参照すると、補強部材３２と３４は、ほぼ同じ高さであり、そして閉じた
又は収納状態を排出口にもたらすように折り畳まれた排出口２２により、折り目の長さ単
位（間隔４２により虚線で示した）を限定している。補強部材３２と３４は、パウチのデ
ザインで意図されたように排出口２２が一貫した様式で折り畳まれるように、そしてファ
スナ（以下に示した）が、少なくともおよそ効果を提供されるように折り畳みガイドを提
供することができる。図９（ａ）～（ｅ）を参照すると、排出口を密封するために閉じ、
使用者が、末縁２８から近接縁４４へ向かって（たとえば、パウチ１０のメイン収集領域
に向かって）排出口２２を折り畳んでいる。本発明において、排出口２２はパウチ１４の
前壁１２に反して折り畳まれるように構成されるが、他の実施例においては、排出口は、
必要に応じて後壁１４に反して折り畳まれるように構成されてもよい。また、好ましい実
施例において、排出口２２を閉じた状態に至らせる４つの折り目ステップがあるのが図９
（ｅ）に示されている。しかしながら、多数の折り目ステップは、必要に応じて４つより
多く又は４つより少なくしてもよい。そのような排出口２２の折り畳みは、補強部材３２
と３４の周囲のパウチ壁１２と１４の堅く巻き付けている材料により、排出口の排出管３
６を密封する。そのような折り目は、補強部材３２と３４を互いに反して圧縮する及び／
又は平坦にするのに役立つ。図９（ａ）～（ｆ）は単に略図に過ぎず、実のところ図面（
特に図９（ｅ）と９（ｆ））に明瞭に堅い折り畳みを描写することは可能ではないことが
理解されるであろう。
【００４６】
　排出口ファスナ４６は、パウチ１０の前壁１２上に維持された第１ファスナ部４６ａと
後壁１４に維持された第２ファスナ部４６ｂで形成される。排出口が閉じた状態（図９（
ｅ））に達したとき、２つのファスナ部４６ａと４６ｂは、実質的に互いに接触する効果
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があり、そして閉じた状態で排出口２２を堅く締めるように互いに押圧させることができ
るように、第１ファスナ部４６ａと第２ファスナ部４６ｂは、それぞれ前壁１２と後壁１
４上の位置に運ばれる。排出口ファスナ４６は、より詳細に以下で説明したように、好ま
しくは分配した機械式の結合ファスナである。
【００４７】
　セキュリティフラップ５０は、パウチ１０の前壁１２上に提供してもよい。セキュリテ
ィフラップ５０は、例えば溶接又は接着により前壁１２に固定してもよく、又は前壁１２
を形成している層又は部分の拡大になる可能性がある。溶接又は接着装着ボンドは、フラ
ップ５０とパウチ壁の間に、折り畳んだ状態のフラップ５０又は平らになった状態のいず
れかを形成することができる。図９（ｆ）を参照すると、排出口２２が閉じた状態のとき
、セキュリティフラップ５０は、排出口２２の下に折り畳まれるように構成され、そして
パウチ１４の後壁に固定される。フラップファスナ５２は、セキュリティフラップ５０上
に搬送された第１ファスナ部５２ａと後壁１４上に搬送された第２ファスナ部５２ｂで形
成される。後壁１４上の第２フラップファスナ部５２ｂは、前壁１２上の第１排出口ファ
スナ部４６ａと共におよそ効果的になる。セキュリティフラップ５０が、排出口２２の下
に保護三角巾の単位を提供し、付加的な安全手ステップを提供することができる。セキュ
リティフラップ５０は、排出口ファスナ４６の偶発的な緩みを予防する。セキュリティフ
ラップ５０が固定状態にある間、セキュリティフラップ５０は、また、排出する位置への
排出口２２の落下を防止することができる。
【００４８】
　従ってパウチ１０は、２つの識別可能な段階において緩められる排出口閉鎖システムを
包含する。２つのステップの接近は、閉じた状態から排出口２２を延ばすように所望され
たときに、排出口の制御性の点で利点を使用者に提供することができる。第１段階は、折
り畳んだ排出口２２からセキュリティフラップ５０を解放するようにフラップファスナ５
２を緩めることである。排出口２２は排出口ファスナ４６で閉じた状態にそれ自信が保持
されるので、解放されるセキュリティフラップ５０でさえ、排出口２２が非密封位置に落
下しない。第２段階は、排出口２２を解放するように、そして広げた状態（図９（ａ））
に広げられるように排出口２２を容認するように排出口ファスナ４６を外すことである。
【００４９】
　広げた状態で、開口２６を拡張させるために補強部材３２と３４を変形させるように、
使用者は排出口縁２２へ指圧を加えることができる。排出口２２を介してパウチ内容物が
排出される割合は、排出口縁の間に加えた指圧量に応じて、少なくとも部分的に開口２６
の拡張量を変化させることにより制御することができる。空の期間、又は排出口２２の最
初の折り畳みかつ位置決めする期間のいずれかのいかなる時でも、補強部材３２と３４を
互いに抗して押圧しかつ保持することにより、使用者は排出口２２を介して排出される任
意の内容物を実質的に止める又は防止することができる。これは、液体と同じ高さにした
排出口２２を一時的に閉じるように、十分な密封を提供することができる。
【００５０】
　図示した実施例において、セキュリティフラップ５０は、排出口２２がパウチ１０の壁
、すなわち図示した実施例における前壁１２に閉じた状態で折り畳まれるべきであること
を表示するように一面上に維持される。しかしながら、閉じた状態に折り畳まれるのを意
図する排出口２２上に、必要に応じてセキュリティフラップ５０が反対面上に維持するこ
とができるのが理解されるであろう。
【００５１】
　図１０は、セキュリティフラップ５４の代替のデザインを示す。図１０において、排出
口が閉じた状態のとき、セキュリティフラップ５４は排出口２２の周囲の外側に折り畳ま
れるように構成される。セキュリティフラップ５４は、パウチ壁１２と１４から外側の拡
張アームが延びるように形成される。セキュリティフラップは、一方の面（前壁１２と後
壁１４のいずれか）の周囲に折り畳まれるのに必要な大きさにされ、そして末縁５６は、
そのとき他方の面への他端５８の周囲に折り畳まれる。排出口２２が一旦閉じた状態に折
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り畳まれていると、フラップ５４で連結のために、ファスナ部５９ｂが適当な位置に配置
されるように、結合可能なフラップファスナ部５９ａと５９ｂの間は、フラップ５４上及
び排出口の適当な表面上に維持される。
【００５２】
　ファスナ４６と５２は、任意の適当な接着剤又は機械式のファスナタイプであってもよ
い。ファスナ４６と５２は、異なる種類の同じタイプであってもよい。例えば、ファスナ
４６と５２の一方又は両方は、何度でも密封可能な接着タイプであってもよい。ファスナ
４６と５２の一方又は両方は、互いに固定したときにファスナ部が結合する剥離可能な分
散型機械式結合ファスナであってもよい。例えば、ファスナ部はフック材とループ材であ
ってもよい。ループ材は、繊維であってもよい。付加的な又は代わりに、ファスナ４６と
５２の一方又は両方が、プラスチック押出成形されるファスナ部４６ａ／４６ｂ又は５２
ａ／５２ｂの両方のタイプで形成されてもよい。繊維ファスナ部と比較して、プラスチッ
ク押出成形は、汚れに対してより弱くなるかもしれない。プラスチック押出成形は、また
、液体の吸収性が弱く、そしてそれ故に、例えば清掃することにより容易に清潔にするこ
とができる。プラスチック押出成形は、また、清掃後に乾燥させるのが容易である。衛生
は、痩造設術にとって最も重要である。清潔にする能力、又は清潔に保つ能力において、
ファスナ部は非常に都合がよく、そして顧客への特定のパウチの受け入れにおいて重要な
役割を果たす。特に、完全に排出口を清掃し、そしてパウチを再利用する前に表面を乾燥
させるために、排出口２２を水に沈めることができるオストミー患者に対して望ましい。
【００５３】
　また、ファスナ部が互いに固定したときに、使用者が明確に発見することができるよう
に、ファスナ４６と５２の一方又は両方は、スナップ結合タイプにしてもよい。これは特
に視覚障害者や、ファスナが正しく固定されることを視覚的に確認するのが難しい使用者
に特に有益である。
【００５４】
　図１１と１２を参照すると、ファスナ４６又は５２の特に有利な形態は、概してファス
ナの２次元領域を越えて分離可能である連結する機械式結合において、機械式に固定する
フック－フックタイプのファスナ６０に分離される。ファスナ部は、例えば縁から剥離を
進行させることにより、個々に剥離可能である。各ファスナ部６０ａと６０ｂは、多数の
茎部６４上に突起６２を構成している。突起６２は、下部を切り取られてもよい。例えば
、突起６２は茎６４のどちらの側面上へも延びることができ、そして平坦なキノコ頭部形
状を限定する。茎部は、規則正しく並んだ列及び／又は縦列に配置することができる。２
つのファスナ部６０ａと６０ｂが互いに押圧されたとき、一方のファスナ部６０ａ上の突
起６２が他方のファスナ部６０ｂの突起６２と結合するように、対向する茎部６４が互い
に噛み合う。図１２は、また、球状頭部６２ａの形状の、及びとげ又は矢じり６２ｂの形
状の、他に考えられる突起６２の形状の例を示している。
【００５５】
　各ファスナ部６０ａ、６０ｂは、プラスチック押出成形であってもよい。突起６２は、
探知できるスナップ結合で積極的に結合することができる。２つのファスナ部６０ａと６
０ｂは、実質的に互いに同じであってもよく、又は２つのファスナ部６０ａと６０ｂは異
なる形状であってもよい。１つになる２つのファスナ部６０ａと６０ｂの利点は、これが
パウチの製造を簡素化することができ、そしてまた、パウチデザイナーのデザインの自由
度が増すということである。
　適当なフック－フックファスナは、例えばアプリックス製の”イージーロック”ファス
ナである。
【００５６】
　図１、２、４、７及び８に示されるように、排出口の外側形状は、排出口２２の軸縁４
４と補強部材３２と３４の位置の間に部分的に側面ステップ７０を包含してもよい。側面
ステップ７０は、排出口２２の各側部縁で約１～５ｍｍ又はそれ以上にすることができる
。図１３を参照すると、排出口２２が閉じた状態に折り畳まれるとき、上記ステップ７０
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の周辺部７２は、補強部材３２と３４の一方又は両方の比較的急峻な縁３８、４０の上に
横たわる概して柔軟に変形可能なクッション領域７４を提供する。これは、着用するため
に、より快適なパウチを作ることができ、そして補強部材３２と３４の一方又は両方の縁
３８と４０が、着用者の皮膚又は衣服と接触して捕まることを回避することができる。
【００５７】
　図１４を参照すると、同じ原理を導入するための代わりの技術が、排出口２２の内側に
通路３６の形で内側の側面ステップ７６を提供する。内側ステップ７６は、排出口２２の
周辺部７８が、補強部材３２と３４の一方又は両方の縁３８と４０を越えて外側に、概し
て柔軟に変形可能なクッションを提供することを確実にする。外側ステップ７０と内側ス
テップ７４のいずれであろうと側面ステップの特徴は、緩衝作用効果を得るように補強部
材の急峻な縁３８と４０を越えて側面に沿って延びる十分なパウチ壁材料を提供すること
が理解されるであろう。
【００５８】
　図１６と１７を参照すると、類似する原理を導入するためのさらなる代わりは、排出口
２２が開口２６に向かって狭くなるように、幅が先細りになるように排出口２２を形成す
ることができる。先細りは、軸縁８０と末縁８２における開口２６の間の排出口２２の長
さの大部分を超えて広がってもよい。排出口２２が折り畳まれるとき、補強部材３２と３
４の外側部縁の側面に沿って柔軟なパウチ材料のクッション領域８４を提供するために、
先細りは、上述したものと同じ効果を提供することができる。先細り形状は、その上、急
峻ステップにおいて糞便物が捕捉されるいくらかの危険を減少させるのに好都合である。
側面ステップに対して記載されているのと同様に先細り形状は、また、排出通路３６が開
口２６に向かって幅方向に先細りになるように、例えば内部の溶接により内側にも形成す
ることができる。
【００５９】
　図１６と１７において、補強部材３２と３４の配置は、図８に示したものと同様にする
ことができる。補強部材３２と３４は、互いにおよそ同じ長さにすることができる。各補
強部材３２と３４は、排出口２２及び／又は排出通路３６の軸又は中心線８６に対して側
面に沿ってオフセットすることができる。補強部材３２と３４は、互いに対して側面に沿
ってオフセットしてもよい。補強部材のうちの少なくとも１つ（又は各々）の第１縁８８
は、上述したものと類似したクッション領域を提供するために、排出口２２の近接縁９０
から側面に沿ってオフセットすることができる。クッションオフセットの量は、例えば、
０ｍｍ（オフセットなし）と５ｍｍ又はそれ以上の間、より好ましくは０ｍｍと３ｍｍの
間に含めてもよい。加えて又は代わりに、補強部材のうちの少なくとも１つ（又は各々）
は、クッション領域を提供するために、排出口付近の縁９４から側面に沿ってオフセット
することができる。クッションオフセットの量は、例えば、０ｍｍ（オフセットなし）と
１２ｍｍ又はそれ以上の間、より好ましくは１ｍｍと９ｍｍの間に含めてもよい。各補強
部材３２、３４の縁８８と９２は、パウチが着用されたとき、オストミー患者に対して不
快感を与えるような角のついた形状を回避するような半径にすることができる。
【００６０】
　前述の全ての実施例において、ファスナ部４６ａ、４６ｂ、５２ａ及び５２ｂのうちの
１つ又はそれ以上は、以下のような形状にすることができ、又は位置決めすることができ
る。すなわち、排出口２２が閉じた状態に折り畳まれるとき、ファスナ部４６ａ、４６ｂ
、５２ａ及び５２ｂは、パウチ壁の周辺領域がファスナ部のクッション縁に柔軟なクッシ
ョン領域を提供できるようなパウチ壁の周辺縁の内側寄りに横たわる。特に、プラスチッ
ク押出し成形の形式でファスナの場合には、ファスナ部は概して堅くすることができ、す
なわちパウチ壁材料よりも堅くすることができる。より堅いファスナの外側に沿った柔軟
な周辺領域は、より快適に使用しかつ着用可能なパウチを作ることができる
【００６１】
　それぞれのクッション領域に備えたファスナ部及び／又は補強部材の上記構成は、１つ
又はそれ以上のファスナ部の側部縁及び／又は補強部材が、材料のクッション領域の内部
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にあるので、”島”配列と呼ぶことができる。そのような島配列は、排出口２２の折り畳
まれていない広がった状態であり、又は排出口２２が閉じた状態に折り畳まれるときにの
み起こることが明白に理解できる。、
【００６２】
　前述の実施例は、特に（独占的ではないとはいえ）排出可能な回腸オストミーパウチと
して使用するのに適当である。図１８～２０は、排出可能な尿パウチ、例えば尿道オスト
ミーパウチとして使用するのに、特に（独占的ではないとはいえ）適当であることをさら
に実施例に示す。
【００６３】
　図１８と１９において、前の実施例との主な相違は、排出口２２が前の実施例よりも狭
いことである。狭い排出口２２は、パウチ１０から主に液状内容物を排出するのに相応し
くすることができる。パウチ１０は、狭い排出口２２に適した形状を除いて、これまでに
説明した特徴のうちのいずれか又はその全てを包含してもよい。例えば、パウチは補強部
材３２と３４、セキュリティフラップ５０、ファスナ４６と５２、及び／又は入口開口１
８を包含してもよい。排出口２２は、補強部材３２と３４の外側側面に沿ってクッション
領域を提供ために、排出通路３６の形状において内側側面ステップ７６を包含してもよい
。ステップ７６は、先細りステップ又は急峻ステップであってもよい。ステップ７６は、
開口２６で先細りした液体通路を限定するように、補強部材３２と３４のちょうど真上、
又は上位縁付近に配置することができる。補強部材３２と３４は、概して互いに対向させ
ることができる。随意に、補強部材３２、３４の少なくとも一方の少なくとも一端は、他
方の補強部材３２、３４の対応する縁に関連して、側面に沿ってオフセットすることがで
きる。代わりに、補強部材３２と３４は、実質的に互いに記録することができる。随意的
に、補強部材３２と３４のうちの少なくとも一方の少なくとも一端が、クッション領域を
限定するように、排出口２２の外側部縁に対してオフセットすることができる。
【００６４】
　図２０を参照すると、さらに実施例は、混成型排出口２２’を包含している。混成型排
出口２２’は、図１８と１９に示したものと類似する内部狭型排出通路３６’を有してい
る。混成型排出口２２’は、図１～１７の実施例の幅広い排出口に類似した外部形状を有
している。先細り型排出通路３６’は、一つの又はそれ以上の取付物９６の線により限定
することができる。この取付物９６の線は、例えば、前壁１２及び後壁１４と、交差して
いる末梢溶接部１６の間の溶接線又は接着ボンド線である。取付物９６の線は、排出通路
３６’の形状を先細りに及び／又はステップ形状に限定してもよい。図２０において、補
強部材３２と３４、ファスナ４６と５２及びフラップ５０は、図面を煩雑にすることを回
避するために示していないが、これらのエレメントは、前述の実施例のように同じ様式で
提供することができるのが理解されるであろう。
【００６５】
　様々な変更が本発明の領域と本質の範囲内で形成することができ、そして上述した様々
な特徴が、仮にこれらの特徴が必要でなくても置き換えることができるのが理解されるで
あろう。
【００６６】
　好ましい実施例が、オストミーパウチの状況を描写しているが、同じ原理が体内の老廃
物用の、例えば衛生バッグと尿バッグのようなパウチの他のタイプと一体に使用すること
ができるのが理解されるであろう。
【００６７】
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチの変形例を説明する。
【００６８】
（１）
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　開口を有する排出口と、
　排出口付近の又は排出口のパウチ壁に取り付けらた第１及び第２補強部材とを備え、
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　第１及び第２補強部材は、両補強部材の対向する側部縁に手で圧力を加えることにより
変形するときに、開口の拡張を制御するものであり、
　第１補強部材は第１側部縁を包含しており、且つ、第２補強部材は第１側部縁の近くに
第２側部縁を包含しており、
　第１補強部材の第１側部縁が、第２補強部材の第２側部縁に対して横方向にオフセット
されることを特徴とする排出可能なパウチ。
【００６９】
（２）
　第１補強部材が第２補強部材の第２側部縁を越えて重なり且つ拡がる上記（１）に記載
の排出可能なパウチ。
【００７０】
（３）
　第１補強部材と第２補強部材が、異なる長さをもつ上記（１）又は（２）に記載の排出
可能なパウチ。
【００７１】
（４）
　第１補強部材と第２補強部材とが、およそ同じ長さであり、且つ、互いに部分的に重な
るように側面方向に部分的にオフセットされる上記（１）又は（２）に記載の排出可能な
パウチ。
【００７２】
（５）
　第１補強部材と第２補強部材の全体の底面積が、排出口の排出通路の幅を実質的に完全
に横切って拡がる上記（１）～（４）のうちのいずれかに記載の排出可能なパウチ。
【００７３】
（６）
　第１補強部材と第２補強部材のうちの少なくとも一方が、実質的に排出口の排出通路の
全幅を覆っている、上記（１）～（５）のうちのいずれかに記載の排出可能なパウチ。
【００７４】
（７）
　両補強部材の双方の両側部縁が、互いに側面に沿ってオフセットされる上記（１）～（
６）のうちのいずれかに記載の排出可能なパウチ。
【００７５】
（８）
　第１補強部材と第２補強部材とが、パウチ外面に取り付けられる上記（１）～（７）の
うちのいずれかに記載の排出可能なパウチ。
【００７６】
（９）
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　開口を有する排出口と、
　排出口付近の又は排出口のパウチ壁に取り付けらた第１及び第２補強部材とを備え、
　第１及び第２補強部材は、両補強部材の対向する側部縁に手で圧力を加えることにより
変形するときに、開口の拡張を制御するものであり、
　両補強部材が、排出口のそれぞれの表面に、異なる大きさの曲率半径を提供するように
構成されることを特徴とすることを特徴とする排出可能なパウチ。
【００７７】
（１０）
　第１補強部材と第２補強部材が、前記異なる大きさの曲率半径を提供するために長さが
異なっている上記（９）に記載の排出可能なパウチ。
【００７８】
（１１）
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　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　開口を有する排出口と、
　排出口付近の又は排出口のパウチ壁に取り付けらた第１及び第２補強部材とを備え、
　第１及び第２補強部材は、両補強部材の対向する側部縁に手で圧力を加えることにより
変形するときに、開口の拡張を制御するものであり、
　使用中において、外圧が第２補強部材に加えられる前に、第１補強部材を部分的に変形
させるように第１補強部材の両側部縁が外圧に晒されるように構成されることを特徴とす
る排出可能なパウチ。
【００７９】
（１２）
　第１補強部材と第２補強部材との長さが異なっている上記（１１）に記載の排出可能な
オストミーパウチ。
【００８０】
（１３）
　第１補強部材と第２補強部材とが、異なる材料で形成される上記（１）～（１２）のう
ちのいずれかに記載の排出可能なオストミーパウチ。
【００８１】
（１４）
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　開口を有する排出口と、
　排出口付近の又は排出口のパウチ壁に取り付けらた第１及び第２補強部材とを備え、
　第１及び第２補強部材は、両補強部材の対向する側部縁に手で圧力を加えることにより
変形するときに、開口の拡張を制御するものであり、
　第１補強部材は第１側部縁を包含しており、且つ、第２補強部材は第１側部縁の近くに
第２側部縁を包含しており、
　第１補強部材と第２補強部材とが、異なる材料で形成されることを特徴とする排出可能
なパウチ。
【００８２】
（１５）
　第１補強部材と第２補強部材とが、異なる弾性力及び／又は異なる剛性を有する上記（
１４）又は（１５）に記載の排出可能なパウチ。
【００８３】
（１６）
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　開口を有する排出口と、
　排出口付近の又は排出口のパウチ壁に取り付けらた第１及び第２補強部材とを備え、
　第１及び第２補強部材は、両補強部材の対向する側部縁に手で圧力を加えることにより
変形するときに、開口の拡張を制御するものであり、
　第１補強部材は第１側部縁を包含しており、且つ、第２補強部材は第１側部縁の近くに
第２側部縁を包含しており、
　第１補強部材と第２補強部材とが、互いに異なる弾性力及び／又は異なる剛性を有して
いることを特徴とする排出可能なパウチ。
【００８４】
（１７）
　第１補強部材と第２補強部材とが異なる厚さを備えている上記（１６）に記載の排出可
能なパウチ。
【００８５】
（１８）
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　開口を有する排出口と、
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　排出口付近の又は排出口のパウチ壁に取り付けらた第１及び第２補強部材とを備え、
　第１及び第２補強部材は、両補強部材の対向する側部縁に手で圧力を加えることにより
変形するときに、開口の拡張を制御するものであり、
　第１補強部材は第１側部縁を包含しており、且つ、第２補強部材は第１側部縁の近くに
第２側部縁を包含しており、
　第１補強部材と第２補強部材とが、互いに異なる厚さを有していることを特徴とする排
出可能なパウチ。
【００８６】
（１９）
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　拡張状態から収納状態に折り畳まれ、パウチ内容物を排出可能な排出口と、収納状態で
排出口を固定して使用するためのファスナとからなり、
　そのファスナが、第１ファスナ部と第２ファスナ部とを包含する剥離可能な分離した機
械式結合ファスナであり、
　第１ファスナ部と第２ファスナ部が、プラスチック押出成形で形成されていることを特
徴とする人排泄物を収集するための排出可能なパウチ。
【００８７】
（２０）
　第１ファスナ部と第２ファスナ部とが、互いに同じファスナ突起を有する上記（１９）
に記載の排出可能なパウチ。
【００８８】
（２１）
　第１ファスナ部と第２ファスナ部とが、互いに押圧されたときに、スナップ結合を提供
する上記（１９）又は（２０）のいずれかに記載の排出可能なパウチ。
【００８９】
（２２）
　第１ファスナ部と第２ファスナ部の各々が、２つのファスナ部が互いに押圧されたとき
に、他方のファスナ部の突起と一体に組み合う突起を備えた茎部を構成している上記（１
９）、（２０）又は（２１）のうちのいずれかに記載の排出可能なパウチ。
【００９０】
（２３）
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　拡張状態から収納状態に折り畳まれ、パウチ内容物を排出可能な排出口と、収納状態で
排出口を固定して使用するためのファスナとからなり、
　そのファスナが、第１ファスナ部と第２ファスナ部とを包含する剥離可能な分離した機
械式結合ファスナであり、第１ファスナ部と第２ファスナ部が、互いに同じファスナ突起
を有していることを特徴とする排出可能なパウチ。
【００９１】
（２４）
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　拡張状態から収納状態に折り畳まれ、パウチ内容物を排出可能な排出口と、収納状態で
排出口を固定して使用するためのファスナとからなり、
　そのファスナが、第１ファスナ部と第２ファスナ部とを包含する剥離可能な分離した機
械式結合ファスナであり、
　第１ファスナ部と第２ファスナ部は、両ファスナ部が互いに押圧されたときにスナップ
結合を提供することを特徴とする排出可能なパウチ。
【００９２】
（２５）
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　拡張状態から収納状態に折り畳まれ、パウチ内容物を排出可能な排出口と、収納状態で
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排出口を固定して使用するためのファスナとからなり、
　そのファスナが、第１ファスナ部と第２ファスナ部とを包含するフック－フックタイプ
の剥離可能な分離した機械式結合ファスナであり、第１ファスナ部と第２ファスナ部の各
々は、２つのファスナ部が互いに押圧されたときに、他方のファスナ部の突起と一体に組
み合わされる突起を備えた茎部を構成していることを特徴とする人排泄物を収集するため
の排出可能なパウチ。
【００９３】
（２６）
　第１ファスナ部が、パウチの第１外面上に移動され、且つ、第２ファスナ部が、第１外
面の反対側のパウチの第２外面上に移動される上記（１９）～（２５）のうちのいすれか
に記載の排出可能なパウチ。
【００９４】
（２７）
　ファスナ部の少なくとも一方が、収納状態で排出口を直接固定するために排出口の一部
の上にある上記（１９）～（２６）のうちのいずれかに記載の排出可能なパウチ。
【００９５】
（２８）
　排出口が収納状態のときに、ファスナ部のうちの少なくとも一方が、排出口の周囲の又
は排出口を越えて少なくとも部分的に安全にしうるセキュリティフラップ上にある上記（
１９）～（２７）のうちのいずれかに記載の排出可能なパウチ。
【００９６】
（２９）
　少なくとも一つの補強部が、排出口の収納状態において、補強部の周辺縁がクッション
材の領域の内部にくるように配置される上記（１９）～（２８）のうちのいずれかに記載
の排出可能なパウチ。
【００９７】
（３０）
　パウチ内容物を排出可能である排出口であって、その排出口は拡張状態から収納状態に
折り畳み可能であり、
　その収納状態で、直接排出口を固定するための排出口ファスナと、
　排出口がその収納状態にあるとき、少なくとも部分的に排出口を越えて又は排出口の周
囲に折り畳み可能なセキュリティフラップと、
　折り畳んだ状態でセキュリティフラップを直接固定するためのフラップファスナとから
構成されることを特徴とする人排泄物を収集するための排出可能なパウチ。
【００９８】
（３１）
　排出口ファスナとフラップファスナのうちの少なくとも一方が、互いに剥離可能に固定
される第１ファスナ部と第２ファスナ部から構成されている、剥離可能な分離型機械式結
合ファスナである上記（３０）に記載の排出可能なパウチ。
【００９９】
（３２）
　排出口が収納状態であるとき、セキュリティフラップが、排出口の下へ延びるように折
り畳まれる上記（３０）又は（３１）のいずれかに記載の排出可能なパウチ。
【０１００】
（３３）
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　パウチ内容物を排出可能である排出口であって、その排出口は拡張状態から排出口の軸
縁に近接した収納状態に折り畳み可能であり、そして排出口が、補強部材と排出口の軸縁
の間の位置に側面ステップ又は先細り部を包含し、排出口が収納状態に折り畳まれるとき
に、補強部材の縁の外側にクッション材の領域を提供するための少なくとも１つの補強部
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材を備えたことを特徴とする排出可能なパウチ。
【０１０１】
（３４）
　補強部材が、排出口における排出通路の少なくとも１つの境界の上に横たわっている上
記（３３）に記載の排出可能なパウチ。
【０１０２】
（３５）
　側面ステップ又は先細り部が、排出口の外側形状に設けられている上記（３３）又は（
３４）のうちのいずれかに記載の排出可能なパウチ。
【０１０３】
（３６）
　側面ステップ又は先細り部が排出口の内側形状に設けられている上記（３３）又は（３
４）のうちのいずれかに記載の排出可能なパウチ。
【０１０４】
（３７）
　先細り部が、排出口の長さの少なくとも大部分を越えて延びる上記（３３）又は（３４
）のうちのいずれかに記載の排出可能なパウチ。
【０１０５】
（３８）
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　排出口が開口を有しており、第１補強部材と第２補強部材が、両補強部材の対向する側
部縁に手で圧力を加えることにより変形させられるとき、第１補強部材と第２補強部材は
、開口の拡張を制御するように排出口の近く又は排出口におけるパウチ壁に付着し、第１
補強部材と第２補強部材は、互いに関連して部分的に側面に沿ってオフセットされること
を特徴とする排出可能なパウチ。
【０１０６】
（３９）
　第１補強部材と第２補強部材は、互いに部分的に重なる上記（３８）に記載の排出可能
なパウチ。
【０１０７】
（４０）
　第１補強部材と第２補強部材が、互いにおよそ同じ長さである上記（３８）又は（３９
）のいずれかに記載の排出可能なパウチ。
【０１０８】
（４１）
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　排出口が、開口を有しており、補強部材が、補強部材の対向する側部縁に手で圧力を加
えることにより変形させられるとき、少なくとも１つの補強部材が、開口の拡張を制御す
るように排出口の近く又は排出口においてパウチ壁に付着し、補強部材は、排出口の外側
の幅よりも長さが短く、そして排出口に対して非対称的に側面に配置されていることを特
徴とする排出可能なパウチ。
【０１０９】
（４２）
　人排泄物を収集するための排出可能なパウチにおいて、
　排出口が開口を有しており、少なくとも一方の補強部材が、開口の拡張を制御するよう
に排出口の近く又は排出口においてパウチ壁に付着され、補強部材が、補強部材の対向す
る両側部縁に手で圧力を加えて変形させられるとき、補強部材は、排出口の外側の幅より
も長さが短く、そして排出口の中で排出通路に対して側面に非対称的に配置されることを
特徴とする排出可能なパウチ。
【０１１０】
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　パウチが、オストミーパウチである上記（１）～（４２）のうちのいずれかに記載の排
出可能なパウチ。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
　好ましい、本発明の非限定的な実施例が、添付した図面に関連して実例を通して以下に
描写される。
【図１】排出パウチの第１実施例の後部概略図である。
【図２】第１実施例の前部概略図である。
【図３】オストミーパウチの他の形の概略図である。
【図４】広がった状態における図１の排出口の詳細を示す概略図である。
【図５】排出口を拡張させ始めるように圧力が加えられようとしている補強部材を示して
いるパウチ排出口の縁概略図である。
【図６】図５に類似しているが、排出口の完全に近い拡張を示す縁概略図である。
【図７】図４に類似しているが、補強部材の代わりの配置を示す概略図である。
【図８】図４に類似しているが、補強部材のさらなる代わりの配置を示す概略図である。
【図９（ａ）】図９（ａ）は、閉じた状態において排出口を折り畳みかつ固定するための
段階の順序を示す側面略図である。
【図９（ｂ）】図９（ｂ）は、閉じた状態において排出口を折り畳みかつ固定するための
段階の順序を示す側面略図である。
【図９（ｃ）】図９（ｃ）は、閉じた状態において排出口を折り畳みかつ固定するための
段階の順序を示す側面略図である。
【図９（ｄ）】図９（ｄ）は、閉じた状態において排出口を折り畳みかつ固定するための
段階の順序を示す側面略図である。
【図９（ｅ）】図９（ｅ）は、閉じた状態において排出口を折り畳みかつ固定するための
段階の順序を示す側面略図である。
【図９（ｆ）】図９（ｆ）は、閉じた状態において排出口を折り畳みかつ固定するための
段階の順序を示す側面略図である。
【図１０】セキュリティフラップの他の実施例を示す排出口の概略図である。
【図１１】分離したフック－フックファスナの斜視図である。
【図１２】フック－フックファスナ部の側面を示す断面略図である。
【図１３】排出口が閉じた状態にあるときのパウチの正面の詳細を示す正面略図である。
【図１４】排出口の側面におけるステップの他の構成を示す正面略図である。
【図１５】補強部材の他の構成を示す縁概略図である。
【図１６】排出口と補強部材のさらに他の構成を示す正面略図である。
【図１７】排出口と補強部材のさらに他の構成を示す後面略図である。
【図１８】尿パウチ形式におけるさらなる実施例を示す正面略図である。
【図１９】尿パウチ形式におけるさらに他の実施例を示す正面略図である。
【図２０】さらに別の尿パウチの形式の実施例の正面略図である。
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